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予算・税制改正のポイント 

 
平成 30年度当初予算・29年度補正予算 

平成 30年度税制改正 

 

 

・詳しい情報は、中小企業庁ホームページをご覧下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/ 

・中小企業・小規模事業者の未来をサポートするサイト「ミラサポ」 
を開設いたしましたので、こちらもぜひご覧下さい。 

https://www.mirasapo.jp/ 
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１．抜本的に生産性向上を支援します。 

①企業間データ活用型：複数の中小企業・小規模事業者が、事業者間でデータ・情
報を共有し、連携体全体として新たな付加価値の創造や
生産性の向上を図るプロジェクトを支援します。（補助上限
額：1,000万円/者、補助率 2/3） 

※ 連携体は 10者まで。さらに 200万円×連携体参加数を上限額に連携体内で配分可 

②一般型・小規模型：中小企業・小規模事業者が行う革新的なサービス開発・試作
品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援しま
す。（補助上限額：1,000万円・500万円、補助率 2/3・
1/2） 

※  一般型は上限額 1,000 万円で、生産性向上特別措置法案に基づいた、固定資産ゼロの特例を
措置した自治体において、当該特例措置の対象となる先端設備等導入計画の認定を取得した者
又は経営革新計画の承認を取得して一定の要件を満たす者は、補助率 2/3。それ以外の事業は
補助率 1/2。 

※  小規模型は上限額 500 万円（設備投資を伴わない試作開発等も支援）。小規模事業者は補
助率 2/3、その他事業者は補助率 1/2 

その他： 
・専門家を活用する場合 補助上限額 30万円アップ（１～３共通） 
・生産性向上特別措置法案に基づいた、固定資産ゼロの特例を措置した自治体において、当
該特例措置の対象となる先端設備等導入計画に認定を受けた事業者は優先採択を行う。 

 
 

◎ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業 1,000.0億円＜29補正＞ 
担当：中小企業庁 技術・経営革新課 03-3501-1816 

 1次公募：平成 30年２月 28日～平成 30年 4月 27日※公募終了 
2次公募：※時期等未定    

以下のような取組に使える補助金です。 
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中小企業等に対し、バックオフィス業務等の効率化や新たな顧客獲得等の付加価値向
上（売上向上）に資する ITツール（ソフトウェア、サービス等）の導入支援を行います。 
補助対象とする主な IT ツール（機能）は、簡易税務・会計処理 、POS マーケティング、
簡易決済、在庫・仕入れ管理、顧客情報管理・分析等を想定しています（補助額：
15～50万円、補助率 1/2）。 

補助金ホームページに登録、公開される IT ツール（ソフトウェア、サービス等）が対象で
す。補助対象とする IT ツールには、例えば、パッケージソフトの本体費用やクラウドサービ
スの導入・設定費用等が含まれます（ハードは対象外）。  
※補助金ホームページ：https://www.it-hojo.jp/ 
 （ITの利活用イメージ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
（効果のイメージ） 
・顧客 1 人 1 人に応じたきめ細やかな接客サービスが実施可能となり、リピーターの確
保や企業イメージの向上等につながることが期待されます。 
・業務効率化を通じて、顧客のニーズにあわせた新たなサービスの開発、提案が可能と
なり、新規顧客の獲得等の実現にもつながります。 

 

◎サービス等生産性向上 IT導入支援事業 500.0億円＜29補正＞ 
担当：商務・サービスグループ サービス政策課 03-3580-3922 

窓口：補助金事務局 0570-000-429 

 

以下のような取組に使える補助金です。 

 

最大で 50万円（補助率 1/2）の IT投資を支援（補助）します。 
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 ①ものづくり：中小ものづくり高度化法の計画認定又は地域未来投資促進法の計画 
承認を受けた中小企業が、大学・公設試等と連携して行う研究開発、
試作品開発及び販路開拓等への取組を最大３年間支援します。
（補助上限額：4,500万円（初年度以降は異なる）、補助率
2/3） 
公募期間：平成 30年 3月 16日～平成 30年 5月 22日 

 
②サービス：中小企業等経営強化法の新連携計画認定を受けた中小企業が新た

なサービスモデル開発等を２年間支援します。（補助上限額：3,000
万円、補助率 1/2（IoT、AI等の先端技術活用の場合は 2/3）） 
公募期間：平成 30年 3月 16日～平成 30年 4月 23日※公募
終了 
※地域未来投資促進法の計画承認を受けた者が参画する事業は審査において優遇 

 

 
 
  

◎戦略的基盤技術高度化・連携支援事業 130.0億円＜30当初＞ 
 （地域中核企業・中小企業等連携支援事業の内数） 

担当：中小企業庁 技術・経営革新課 03-3501-1816 
窓口：各経済産業局等 

 

以下のような取組に使える補助金です。 
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地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者が連携
して行う、地域経済を牽引する事業に係る設備投資を支援します。  
【補助上限額】 
・連携事業者数が２者の場合   ：5,000万円 
・連携事業者数が３者の場合   ：7,500万円  
・連携事業者数が４者以上の場合：１億円 

ただし、補助対象事業者に非中小企業が含まれる場合、連携事業者数を問わず補助上限
額は 5,000 万円となります。また、非中小企業への補助額は補助額全体の 1/2 未満となりま
す。 

【補助率】 中小企業：１／３、非中小企業：１／４ 
 
＜条件１＞地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者が 2社以上（少なくとも 1社は中小企 

業）で行う戦略分野における設備投資であることが必要です。 
（注１）補助対象事業者は全て地域経済牽引事業計画の承認を受けている事業者である必要があります。 
（注２）補助対象事業者がいずれも設備投資を行う必要があります。 
（注３) 「戦略分野」とは、今後、高い成長が見込まれる以下のような分野です。 

①先端ものづくり、②農林水産・地域商社、③第 4次産業革命関連、 
④観光・スポーツ・文化・まちづくり、⑤環境・エネルギー、⑥ヘルスケア・教育サービス 
 

＜条件２＞地域中核企業創出・支援事業における支援において既に対象となった事業、新たに対象 
となる事業であることが必要です。 

（注４）平成 28年度～平成 30年度のハンズオン型の採択事業者、または、グローバル・ネットワーク 
協議会の支援を受けた事業者である必要があります。 

【補助対象外】 
・他の設備投資補助制度の交付対象となっている事業 

・前年度の減価償却の１０％未満となる非中小企業の設備投資 

◎戦略分野における地域経済牽引事業支援事業 10.0億円＜30当初＞ 
（地域中核企業・中小企業等連携支援事業の内数） 

担当：地域経済産業グループ 地域未来投資促進チーム 03-3501-1587 
窓口：各経済産業局等 

公募状況：４月以降公募予定 
 
 

 

 

最大で１億円（補助率 1/3）の補助が出ます。 
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本事業では、地域の複数の中小企業による共同利用が見込まれるような先端的な設備
を導入し、中小企業への利用支援を講習会などにより行う公設試等に対して、補助を行
います。 
また、地域未来投資促進法に基づき、他の支援機関と連携して支援する計画（連携支
援計画）がある場合は、優先採択を行う予定です。 
【補助対象経費】  
①機器の整備（機器の購入、設置等） 
②人材雇用・育成（専門家の招へい。講習会の開催等） 

【補助率・補助上限額】 
  定額補助・上限 1億円 
※ 高性能計算機案件または３つ以上の都道府県域にまたがる共同体による申請案件については、
上限 1.5億円 

 

◎地域における中小企業の生産性向上のための共同基盤事業 10.0億円＜29補正＞ 
担当：地域経済産業グループ 地域未来投資促進チーム 03-3501-1587 

窓口：各経済産業局等 
公募状況：公募終了 

 
 
 
 

 

 

公設試等における先端設備の利用を支援します。 

 

事業イメージ 
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【対象事業】 
都道府県による承認を受けた地域経済牽引事業（※） 
※都道府県が作成した基本計画において定められた地域の特性を活用し、都道府県が定めた一定
の付加価値額及び地域の事業者に対する経済的効果が見込まれる事業であること。 

【支援措置】 
承認された地域経済牽引事業のうち、先進性を有することや総投資額が 2000 万円
以上など、一定の要件を満たすことについて国の確認を受けた事業について、その事業
で行う設備投資金額の一定割合について特別償却又は税額控除を受けることができ
ます。 
●機械・装置、器具・備品   ：特別償却 40％ 又は 税額控除 4％ 
●建物・建物附属設備・構築物：特別償却 20％ 又は 税額控除 2％ 

 

◎地域未来投資促進税制（適用期限：平成 30年度末） 
担当：地域経済産業グループ 地域未来投資促進チーム 03-3501-1587 
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【対象事業】 
都道府県による承認を受けた地域経済牽引事業（※） 
※都道府県が作成した基本計画において定められた地域の特性を活用し、都道府県が定めた一定
の付加価値額及び地域の事業者に対する経済的効果が見込まれる事業であること。 

【支援措置】 
地域経済牽引事業のために必要となる設備資金及び運転資金について、日本政策金
融公庫が、中小企業・小規模事業者に対し、長期かつ固定金利で融資します。 

●貸付期間 設備資金 20年以内（うち据置期間２年以内） 
運転資金 ７年以内（うち据置期間２年以内） 

   ●貸付限度 中小企業事業： 
             設備資金７．２億円 
             運転資金２．５億円（但し、総貸付限度額７．２億円の内数） 

国民生活事業： 
 設備資金 7,200万円 
運転資金 4,800万円（但し、総貸付限度額 7200万円の内数） 

   ●貸付利率 設備資金 中小企業事業：2.7億円まで特別利率③* 
（貸付期間５年以内の場合、0.30%） 

2.7億円を越える部分 基準利率 
（貸付期間５年以内の場合、1.16%）  

                   国民生活事業：特別利率Ｃ* 
（担保不要とする融資の場合、0.91%～1.40％） 

運転資金 基準利率（中小企業事業：貸付期間５年以内場合、1.16％）  
（国民生活事業：担保を不要とする融資の場合、1.81％～2.30%）  

＜金利はいずれも平成 30年 3月 9日現在＞ 

＊以下のいずれかを満たす場合は特別利率③・Ｃ。いずれも満たさない場合には特別利率①・Ａ。 
・新規開業して７年以内 又は 困難な経営状況にある場合 又は 公庫と民間金融機関が連携支

援を図る場合 

・複数事業者が共同で承認事業を行う場合は、単独で法律承認基準を満たし、かつ、上記３条件の 

いずれかを満たす事業者 

◎日本政策金融公庫による金融支援（平成 30年度より創設） 
担当：地域経済産業グループ 地域未来投資促進チーム 03-3501-1587 
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プッシュ型支援：各地域の中核的役割を果たす支援機関に対して、国から地域別・業
種別休廃業リスク分析等の高度なデータの提供を受けつつ、データの分析結果に基づき、
特に支援が必要とされる地域・業種に対して、専門家派遣等の集中的かつ効果的な支
援を実施します。 

 

事業承継補助金：事業承継を契機として、経営革新や事業転換等に取り組む中小企
業に対して、設備投資・販路拡大・既存事業の廃業等に必要な経費を支援します。また、
事業転換を行う場合や、サプライチェーンや地域に根付いた価値ある事業の継続のため
M&A等の手法を活用し再編・統合を行う場合は補助上限を引き上げます。 
（後継者承継支援型） 
小規模企業者の場合（補助上限額２００万円、補助率２／３以内） 
小規模企業者で事業転換を伴う場合（補助上限額５００万円、補助率２／３
以内） 
小規模企業者以外の場合（補助上限額１５０万円、補助率１／２以内） 
小規模企業者以外で事業転換を伴う場合（補助上限額３７５万円、補助率１
／２以内） 
（事業再編・事業統合支援型） 
採択上位の場合（補助上限額６００万円、補助率２／３以内） 
採択上位で事業転換を伴う場合（補助上限額１２００万円、補助率２／３以
内） 
採択上位以外の場合（補助上限額４５０万円、補助率１／２以内） 
採択上位以外で事業転換を伴う場合（補助上限額９００万円、補助率１／２
以内） 

 
事業承継税制については、「１３．税制改正で中小企業を支援します。」をご参照くだ
さい。 

◎事業承継・世代交代集中支援事業 50.0億円＜29補正＞ 
事業承継担当： 中小企業庁 財務課 03-3501-5803 

公募状況：３月から４月に公募予定 
 

後継者への承継の場合最大で 500万円、再編・統合を行う場合には最大で
1200万円の補助が出ます。 

 

事業承継の気づきの機会の提供を行い、集中支援を行います。 
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3．人材不足解消に向けて支援します。 

各地の中小企業・小規模事業者が必要とする人材について、専門家派遣やマッチング
を通じて、地域内外からの発掘・確保・定着を一括して支援します。 
中小サービス業・ものづくり現場・まちづくりの中核を担う人材や、小規模事業者を支援
する人材を育成します。 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

◎中小企業・小規模事業者人材対策事業 18.5億円＜30当初＞ 
担当：中小企業庁 経営支援課 03-3501-1763 

 

 
人材の確保・育成を支援します。 

 

地域中小企業人材確保支援等事業 

中小サービス業中核人材の育成支援事業 

生産現場の工程改善や IoT・ロボット導入に知見を有する専門家（スマートものづくり応援隊）の人材育
成・中小企業への派遣を通じて、生産性向上の伝承を促進します。 

サービス産業の次世代の経営人材等と、優れた取組を行う企業等をマッチングし実地研修を組成すること
で、経営の成功の鍵を体得する機会を提供します。 

スマートものづくり応援隊事業 
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中小企業・小規模事業者が抱える売上拡大や経営改善などの様々な経営課題につい
て、全国のよろず支援拠点で相談を受けることができます。各拠点には、人手不足対応
を担当する相談員（「人手不足アドバイザー（仮称）」）を配置します。また、高度・専
門的な課題については、それに応じた専門家が派遣され、３回まで（事業承継に係る
課題の場合に限り５回まで）無料でアドバイスを受けることができます。 

＜企業概要＞ 

Shelly.na（代表：當眞 清乃） 
 
＜コメント＞ 
「すべてが初めてで不安の中、よろず支援拠点はずっとサポー
トをしてくれました。試行錯誤しながら自分の手で商品を作り、
それをお客様に選んでいただける。そんな充実した日々を過ご
せているのは、あの初めてよろず支援拠点に行った日、私は
一人じゃないと思えることが出来たからです。」 

 

 

◎中小企業・小規模事業者ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ総合支援事業 50.2億円＜30当初＞ 
担当：中小企業庁 経営支援課 03-3501-1763 

窓口：各地のよろず支援拠点 
 

相談にのり、必要に応じて企業支援の専門家を無料で派遣します。 

 

事業者の声 
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中小企業等で働く就職氷河期世代（将来の経営者・管理者候補となり得る従業員）
を対象に、①社会人基礎力講座と②中小企業等で求められる専門スキル講座を、座学
及びWeb講座の２つの形式で提供します。 

【講座(プログラム)のイメージ】 
    ①社会人基礎力講座（座学 又は Web講座） 

・主体性 ・働きかけ力 ・課題発見力 ・計画力  
・自律性 ・スキルの棚卸し等 

 
    ②専門分野講座（座学 又は Web講座） 

・第四次産業革命下で求められる IT活用（リテラシー）講座 
・中小企業からのニーズの高い「営業・販売・サービス」や「生産現場」等に関する
マネジメント講座  

起業家教育事業：国は公募により委託事業者（民間団体の 1社）を選定し、委
託事業者が起業家教育の実施を希望する団体（自治体・高等学校等）に対して、
※1起業家教育プログラム（対象：高校生）を提供する。 

 
 
 
 
 
  
※1「起業家教育プログラム」とは、高校生が実際に身の回りの課題等を発見し、解決
するビジネスアイディアを考える創業体験プログラム。先輩起業家による講演、ワークショ
ップなど年間で 20時間程度を実施。 

事業のイメージ 

 

中小企業における将来の中核人材候補を育成します。 

 

若年層向け起業家教育を実施する機会を提供し、全国的な創業気運の醸成を図
ります。 

 

◎学びと社会の連携促進事業 25.0億円の内数＜29補正＞ 
担当：中小企業庁 経営支援課 03-3501-1763 

創業・新事業促進課 03-3501-1816 
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４．小規模事業者の持続的発展を支援します。 

①地域力活用新事業全国展開支援事業：商工会・商工会議所が小規模事業者と
連携して行う地域資源を活用した特産品・観光開発等の地域経済活性化に向けた取
組を支援します。（補助上限：500～800 万円 補助率：調査事業費に対しては定
額補助、1年目は 2/3補助、2年目以降は 1/2補助） 
②伴走型小規模事業者支援推進事業：「経営発達支援計画」の認定を受けた商工
会・商工会議所が行う、小規模事業者の事業計画の策定・実施支援など伴走型の小
規模事業者支援を推進します。（補助上限額：700万円 補助率：定額） 

①地域力活用新事業全国展開支援事業 
未利用の果実をお酒に【小樽商工会議所（北海道）】 
これまで流通が確立していなかった北海道余市町産、仁木町
産の梅を使用したお酒シリーズ。女性メンバーを中心に商品の
企画からパッケージデザインまで開発女性の興味を引くポイントを
凝縮している。数量限定での生産。 

②伴走型小規模事業者支援推進事業 
地域経済活性化に資する取組に関する活用事例【長岡商工会議所（新潟県）】 
【概要】 長岡野菜を用いたお菓子や漬物、惣菜等の即売会       

ながおか野菜クオーレ祭り」を市内で 2日間、開催。 
【狙い】 小規模食品加工業者の販路拡大、伝統野菜である長   

岡野菜の普及・ＰＲによる地域経済活性化と長岡の食 
文化継承。 

【成果】 来場者数は 2日間で１万 5,500人にのぼり、参加し  
た 48事業者の売上総額は約 1,000万円。長岡野菜 
は、地元のみならず首都圏の飲食店からも注目されつつ 
ある。 

◎小規模事業対策推進事業 49.4億円＜30当初＞ 
担当：中小企業庁 小規模企業振興課 03-3501-2036 

窓口：全国商工会連合会、日本商工会議所 
 

商工会・商工会議所による小規模事業者支援を推進します。 

 

以下のような取組に使える補助金です。 
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小規模事業者が商工会・商工会議所と一体となって取り組む販路開拓や生産性向上
の取組を支援します。なかでも、賃上げ等に取り組む事業者による取組は重点的に支援
します。（補助上限額：50万円・100万円（賃上げ等）、補助率 2/3） 

商工会・商工会議所をはじめとする中小企業・小規模事業者団体等が、ブランドの磨き
上げ、展示会・商談会の開催、都市部での販売拠点（アンテナショップ）の設置、インタ
ーネット通販サイトなどの環境を提供していくことを支援します。 

商工会・商工会議所等の経営指導を受け、経営改善に取り組む小規模事業者は無担
保・無保証人・低利で融資を受けることができます。 
貸付限度額：2,000万円 
貸付利率：1.11%（平成 30年 4月 11日現在） 
貸付期間 ：運転資金 7年以内、設備資金 10年以内 
 

◎小規模事業者経営改善資金融資事業(マル経融資等) 42.5億円＜30当初＞ 
担当：中小企業庁 小規模企業振興課 03-3501-2036 

窓口：各地の商工会、商工会議所 
 

最大で 2,000万円、無担保・無保証人・低利で融資が受けられます。 

 

◎小規模事業者パッケージ事業（小規模事業者持続化補助金等）120.0億円 
                                          ＜29補正＞ 

担当：中小企業庁 小規模企業振興課 03-3501-2036 
 最大で 50万円（補助率 2/3）の補助が出ます。 

 

小規模事事業者等の販路開拓等を図る場を提供する取組を支援します。 
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5．中小企業の海外展開を支援します。 

事業計画の策定から海外展示会への出展等を通じた販路開拓、現地進出、進出後の課
題の対応までを一貫して戦略的に支援します。具体的には、海外展開戦略策定につなげる
ための海外現地における事業の実現可能性調査や Web サイトの外国語化等の支援（補
助上限額：50 万円、補助率 1/2（輸出企業の場合）、補助上限額：140 万円、補
助率:1/2（直接投資企業の場合）、補助上限額：100 万円、補助率 1/2（web の
外国語化支援））、海外展示会への出展等を通じた販路開拓支援等を行います。 

＜沖縄のローカルヒーローのコンテンツ、関連グッズの新規市場開拓＞ 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

◎中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業 20.4億円＜30当初＞ 
◎グローバル企業展開・イノベーション促進事業 40.1億円の内数＜29補正＞ 

担当：中小企業庁 創業・新事業促進課 03-3501-1767 
窓口：各地のジェトロ、中小企業基盤整備機構等 

最大で 140万円（補助率 1/2）の補助が出ます。 

 

以下のような取組に使える補助金です。 

 

２９年度の主な支援対象展示会 
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農商工連携や地域資源を活用したふるさと名物の開発等の取組を支援します。具体的
には、新商品・新サービスの開発のための設備や原材料費、販路開拓に向けた展示会
出展費などを補助します。 
原則：補助率 1/2、補助上限 500万円 

・支援事業者（地域資源）の場合、上限額:1,000万円 
・４者連携（地域資源）の場合、補助率 1回目 2/3、上限額:2,000万円 
・機械化・IT化（農商工）の場合、補助率 1回目 2/3、上限額 1,000万円 
 

また、地域産品が持つ素材や技術等の強みを活かし、ブランドコンセプトを確立し、海外
展示会出展等を通じて海外販路開拓に取り組む事業を支援します。（補助上限額：
200万円、定額補助（戦略策定）、補助上限額：2,000万円、補助率：2/3（ブ
ランド確立１～２年目）、1/2（ブランド確立 3年目）） 

＜農商工連携の事例＞            ＜地域資源活用の事例＞ 

 
 
 
 
 
手もぎ収穫されていた生食用スイート      ヤスリの技術を活用した多様な用途 
コーンの自動収穫機を開発し、販売       向けヤスリの開発及び販路開拓 
 
＜海外販路開拓の事例＞ 
京座布団作りの伝統と技を活用した新感
覚クッションの海外展開  

◎ふるさと名物応援事業 10.5億円＜30当初＞ 
◎グローバル企業展開・イノベーション促進事業 40.1億円の内数＜29補正＞ 

担当：中小企業庁 創業・新事業促進課 03-3501-1767 
窓口： 各経済産業局等 

最大で 2,000万円（補助率 2/3）の補助が出ます。 

 

以下のような取組に使える補助金です。 
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6．商店街や中心市街地の活性化を支援します。 

①商店街における子育て・高齢者支援サービスの提供や外国人向け宿泊施設整備
などの新しい取組、中心市街地における波及効果の高い複合商業施設の整備など
の取組を支援します。 

 ・地域商業自立促進事業 補助上限額：2億円、補助率：2/3、1/2  
・中心市街地再興戦略事業 補助上限額：2.5億円又は1億円、補助率:2/3、
1/2 

②歴史的建造物群を中心としたまちなみ整備や、文化イベントを契機とした地域の活
性化、名所・観光地・食文化など地域文化資源と連携した空間創出によって、中
心市街地や商店街ににぎわいを創出する取組を支援します。 
・商店街関係（空間整備事業） 補助上限額：7,500万円、補助率：2/3、
1/2 
・商店街関係（交流促進事業） 補助上限額：300万円、補助率：1/2 
・中心市街地関係 補助上限額：2.5億円又は１億円、補助率： 
2/3、1/2 

○子育て支援施設の整備             ○外国人向け宿泊施設の整備

① 地域・まちなか商業活性化支援事業 16.3億円＜30当初＞ 
② インバウンド型クールジャパン推進事業（地域文化資源活用空間創出事業）       

58.5億円の内数＜29補正＞ 
商店街担当：中小企業庁 商業課 03-3501-1929 
中心市街地担当：地域経済産業Ｇ 中心市街地活性化室 03-3501-3754 

窓口：各経済産業局等 
 

以下のような取組に使える補助金です。 

 

商店街での新しい取組や、中心市街地での商業施設整備に補助が出ます。 
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中小企業・小規模事業者と地方自治体等が連携し、地域文化資源やふるさと名物を活
用した新たな商品開発、販路開拓を行う仕組みや観光客の地域における滞在環境の向
上を目指す取組等を支援します。（補助上限額：2,000万円、補助率:2/3） 
※「中小企業地域産業資源活用促進法（平成 19年 6月施行）」に基づく「地域産
業資源活用事業計画」の認定事業者であること。４者以上の共同申請案件であること。 
等 

 
 
   

 
 
 
 
 

＜滞在環境整備事業＞ 
⇒多言語観光案内板、案内標識の整備、Wi-Fi環境整備など受入環境の整備、予約システムなどのシ 
ステム開発・導入 等 
 
 
           

       
 

最大で 2,000万円（2/3）の補助が出ます。 

 

以下のような取組に使える補助金です。 

 

◎インバウンド型クールジャパン推進事業 58.5億円の内数＜29補正＞ 
担当：中小企業庁 創業・新事業促進課 03-3501-1767 

＜新観光商品等造成事業＞ 

 ⇒計画策定、マーケティング、ワークショップの開催、先進事例の視察、名産品開発など商品造成、広

報 PR、モニターツアーの実施 等 
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８．中小企業の経営改善をサポートします。 

①経営改善計画策定支援事業 
中小企業者が自らの事業を見直し、借入金の返済条件の緩和等の金融支援を必要と
する本格的な経営改善を図るために、税理士・中小企業診断士等の認定支援機関に
よる支援を受けて取り組む経営改善計画の策定を支援します（補助率２/３まで、上
限 200万円）。 

②早期経営改善計画策定支援事業 
中小企業者が税理士・中小企業診断士等の認定支援機関の支援を受けて、資金繰
り管理や採算管理など早期段階における経営改善計画の策定を行う場合に、その費用
の３分の２を国が支援します（上限 20万円）。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

◎認定支援機関による経営改善支援 30億円＜29補正＞ 
担当：中小企業庁 金融課 03-3501-2876 

窓口：各地の経営改善支援センター 

認定支援機関による事業者の経営改善計画の策定を支援します。 

 

参考：経営改善計画の策定支援事例 

 
○食品製造業（パン屋）の事例（資本金1,000万円、従業員20人） 
＜課題＞ 
・業況拡大に向けて多店舗展開したものの、業績悪化に伴う閉
店により、多額の損失を計上。 
・安売りセール無くして売上確保が難しい状況に陥る。 

＜取組＞ 
・税理士の指導のもと、商品毎の利益率に着目し、販売する商
品の選択や、店舗毎に原価率の改善目標を設定する等の数
値管理を徹底し、従業員に対して店舗の売上げ等を共有する
などの経営改善計画を策定。 

＜成果＞ 
・前年同月比で約２８％の売上アップを実現。 
・従業員から新商品の提案が行われるなど、従業員の意識・行
動も変化した。 
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9．安定した事業環境を整備します。 

下請事業者同士が連携して行う調査研究や設備導入などを支援します。（補助上限
額：2,000万円、補助率：2/3） 
また、親事業者の生産拠点の閉鎖・縮小により売上げが減少する下請事業者が、新分
野進出のために行う試作開発、展示会出展などの取組を支援します。（補助上限額：
500万円、補助率：2/3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎中小企業取引対策事業 13.9億円＜30当初＞ 
担当：中小企業庁 取引課 03-3501-1669 

窓口： 各経済産業局等 
 

最大で 2,000万円（補助率 2/3）の補助が出ます。 

 

以下のような取組に使える補助金です。 
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１０．政策金融・信用保証による金融支援を行います。 

日本政策金融公庫に対して、基準利率と特別利率の利率差及び金利引下げ分につい
て財政措置を行うことで、創業や新事業の展開、事業承継などの重点政策課題に取り
組む中小企業者や、社会的・経済的環境の変化等の影響を受けている中小企業者の
資金繰りを支援します。 
 

経営状況が悪化している中小企業者の借入れに対して信用保証協会が保証を行い、
資金繰りの円滑化を図ります。このために、中小企業者による債務不履行発生時に協
会が負担する損失の一部を補填します。 
あわせて、経営改善・生産性向上に取り組む中小企業者に対し、信用保証協会が地
域金融機関と連携して経営支援を実施します。 
 

日本政策金融公庫に対して財政措置を行うことで、中小企業等経営強化法に基づく
経営力向上計画の認定を受けて生産性の向上に取り組む中小企業・小規模事業者の
設備投資を支援します。 

日本政策金融公庫を通じて資金繰り支援を実施します。 

 

◎日本政策金融公庫補給金 165.1億円＜30当初＞ 
担当：中小企業庁 金融課 03-3501-2876 

窓口：日本政策金融公庫 

◎中小企業信用補完制度関連補助・出資事業 61.0億円＜30当初＞ 
担当：中小企業庁 金融課 03-3501-2876 

窓口：信用保証協会 

信用保証協会を通じて資金繰り支援を実施します。 

 

◎生産性向上に向けた経営力強化・設備投資支援 45.0億円 
（加えて財務省計上 5.0億）＜29補正＞ 

担当：中小企業庁 金融課 03-3501-2876 
窓口：日本政策金融公庫 

日本政策金融公庫を通じて生産性向上への取組を引き続き支援します。 
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１１．災害からの復旧・復興を支援します。 

①東日本大震災により甚大な被害を受け、特に復興が遅れている地域（岩手県、宮城
県、福島県の津波浸水地域及び福島県の避難指示区域等）を対象に、中小企業等
グループの復興事業計画に基づきグループに参加する事業者が行う施設復旧等の費用
及び共同店舗の新設や街区の再配置などに要する費用を支援します。（補助上限
額：15 億円、補助率：中小企業者等 国 1/2、県 1/4、それ以外 国 1/3、県
1/6） 
②熊本地震により広範囲かつ甚大な被害を受けた地域（熊本県）を対象に、中小企
業等グループの復興事業計画に基づきグループに参加する事業者が行う施設復旧等の
費用及び共同店舗の新設や街区の再配置などに要する費用を支援します。（補助上
限額：15 億円、補助率：中小企業者等（国 1/2、県 1/4）、それ以外（国 1/3、
県 1/6）） 

＜①東日本大震災の例＞ 
○東日本大震災により水産加工場等の施設が被災。 
○水産加工関連の事業者でグループを構成。 
○本補助金で、被災した施設の復旧を進めるとともに、 
グループで工場や倉庫等の共同利用化を促進し、経 
営の合理化を行う。 

＜②熊本地震の例＞ 
○熊本地震により宿泊・観光施設等が被災。 
○観光関連の事業者でグループを構成。 
○本補助金で、被災した施設等の復旧を進めるとともに、 
グループで復興に向けた取組の記録映像を撮影して、 
村のファンの増加に向けた取組を行う。 

◎中小企業組合等共同施設等災害復旧事業（中小企業等ｸﾞﾙｰﾌﾟ補助金） 
①東日本大震災被災地向け 149.6億円＜30当初＞ 
② 熊本地震被災地向け 46.9億円＜29補正＞    
担当：中小企業庁 経営支援課 03-3501-1763 

①窓口： 岩手県、宮城県、福島県 
②窓口： 熊本県 

最大で 15億円（補助率 3/4）の補助が出ます。 

 

以下のような取組に使える補助金です。 
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東日本大震災により被害を受けた中小企業・小規模事業者の資金繰りを支援し、早期
の事業・経営の再建を図るため、日本政策金融公庫が「東日本大震災復興特別貸付」
等の低利融資を実施するために必要な財政措置を行います。 
 

◎東日本大震災復興特別貸付等 【復興】60.0億円＜30当初＞ 
担当：中小企業庁 金融課 03-3501-2876 

窓口：日本政策金融公庫・ 
 

 

「東日本大震災復興特別貸付」の概要 

 

東日本大震災被災地向けの資金繰り支援を引き続き実施します。 
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東日本大震災の被害を受けた中小企業・小規模事業者等の二重債務問題を含む再
生支援に対応するため、各地の「産業復興相談センター」が被災事業者からの相談に応
じるとともに、必要に応じて再生に向けた事業計画の策定支援・債権買取支援等を行い
ます。 
 

１２．災害対応力の強化を支援します。 

中小企業・小規模事業者が災害対応力の強化のためのＢＣＰ（事業継続計画）
策定や、平時に行うべき活動、緊急非常時における事業継続のための取組（サプライ
チェーンや業務体制の見直し、資金調達計画の立案、重要商品の検討等）を実施す
る場合に専門家からの指導を受ける際、３回まで無料でアドバイスを受けることができま
す。 

 
 

東日本大震災被災地の中小企業の再生を支援します。 

 

◎中小企業再生支援事業 【復興】12.2億円＜30当初＞ 
担当：中小企業庁 金融課 03-3501-2876 

窓口：産業復興相談センター 
 

◎中小企業ＢＣＰ策定支援事業 ７億円＜29補正＞ 
担当：中小企業庁 経営安定対策室 03-3501-0459 

ＢＣＰ策定を行う中小企業者に専門家を無料で派遣します。 
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１３．税制改正で中小企業を支援します。 

事業承継税制とは、後継者が、非上場会社の株式等を現経営者から相続又は贈与
により取得した場合に都道府県知事の認定を受けたときは、相続税・贈与税の納税が
猶予される制度です。 
中小企業経営者の高齢化が進んでいる現状を踏まえ、事業承継を力強く後押しする
ため、事業承継税制を抜本的に見直し、拡充します。 
※今後5年以内に特例承継計画を提出し、10年以内に実際に承継を行う場合が対
象となります。 

■改正概要 
①対象株式等の上限を撤廃し、猶予割合 100％に引き上げ。 
②複数株主から複数後継者（最大３人）へ対象者を拡大。 
③雇用要件を抜本的見直し、未達成の場合でも猶予継続可能。 
④売却･廃業時における減免制度の創設。 

 

◎事業承継税制の抜本的見直し＜拡充＞ 
                  担当：中小企業庁 財務課 03-3501-5803 

今後 10年間以内に事業承継を行う者を対象に、より利用しやすい制度にします。 

 

参考：抜本的見直しの概要 
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後継者が不在のため事業承継が行えないといった課題を抱える場合、いわゆるM&Aに
より経営資源や事業を再編・統合し、事業の継続・技術の伝承等を図ることが重要で
す。 
そのため、中小企業等経営強化法を改正し、M&A による事業承継を支援対象に追
加することで、第三者への事業承継を後押しします。 
 
■改正概要 
認定を受けた経営力向上計画基づいて、再編・統合を行った際に係る登録免許税・
不動産取得税を軽減することで、次世代への経営引継ぎを加速させる措置を創設しま
す。 

 
 

◎中小企業・小規模事業者の再編・統合等に係る税負担の軽減措置＜創設＞ 
                    担当：中小企業庁 財務課 03-3501-5803 

親族外への事業承継（Ｍ＆Ａ）の支援策を創設します。 

 

参考：制度概要 
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集中投資期間中（平成３２年度末まで）における中小企業の生産性革命を実現
するための臨時・異例の措置として、 償却資産に係る固定資産税の特例措置を講じ
ます。また、本特例に合わせ、「ものづくり・商業・サービス補助金」等の予算措置を拡
充・重点支援することで、国・市町村が一体となって、中小企業の生産性の向上を強
力に後押しします。 
 
■改正概要 
 市町村の認定を受け、高い労働生産性の向上を目指す企業が導入する設備につい
て、３年間固定資産税の軽減（ゼロ～1/2）が受けられます。 
 
 

◎中小企業の投資を後押しする大胆な固定資産税の特例の創設＜創設＞ 
                    担当：中小企業庁 財務課 03-3501-5803 

赤字も含めた中小企業の設備投資を強力に後押しします。 

 

参考：改正後の制度概要 
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従業員への給与を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税（個人事業主は
所得税）から税額控除する所得拡大促進税制を拡充し、３年間延長します（平成
３２年度末まで）。 

 
【改正のポイント】 
○1.5％以上の賃上げをした中小企業・小規模事業者は、前年度からの給与増加額
の 15％の税額控除を受けられます。 

○さらに、2.5％以上の賃上げを実施した中小企業・小規模事業者のうち、一定の要
件（教育訓練費増加や経営力向上）を満たす場合は、税額控除率が 25％に深掘
りされます。 
 

◎所得拡大促進税制の延長及び拡充 
担当：中小企業庁 企画課 03-3501-1765 

 中小企業の賃上げを強力に支援します。 
 

参考：改正後の制度概要 
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３０万円未満の減価償却資産を取得した際に、合計３００万円まで全額損金算
入を（即時償却）を認める措置について、適用期限を２年間延長します（平成３
１年度末まで）。 
 
 

定額控除上限額（８００万円）までの交際費について、損金算入を認める特例措
置の適用期限を２年間延長します（平成３１年度末まで）。 
 
 

 
 

◎少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例＜延長＞  
担当：中小企業庁 財務課 03-3501-5803 

◎中小法人の交際費課税の特例＜延長＞  
担当：中小企業庁 財務課 03-3501-5803 

ＩＴ機器等の少額減価償却資産の導入を支援します。 

交際費を使い、売上維持・拡大を図る企業を支援します。 
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 各施策に関する連絡先  

●各経済産業局等の中小企業課の連絡先 

●関係機関の連絡先 

・詳しい情報は、中小企業庁ホームページをご覧下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/ 

・中小企業・小規模事業者の未来をサポートするサイト「ミラサポ」を
開設いたしましたので、こちらもぜひご覧下さい。 

https://www.mirasapo.jp/ 
 


